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水

産

資

本

融

通

問

題

山

本

美

越

乃

闘
士
の
面
積
狭
小
に
し
て
高
山
峻
降
縦
横
に
貫
通

L
、
陸
上
の
宮
源
芭
し
て
注
目
す
る
に
足
る
ぺ
き
も
の
甚
だ

砂
き
に
拘
ら
や
、

四
国
の
海
洋
に
於
け
る
自
然
の
恩
恵
は
世
界
に
其
の
類
ひ
稀
な
る
我
が
邦
の
如
き
に
在
・
り
て

は
、
夙
に
此
の
方
面
に
於
け
る
資
庫
を
開
き
て
関
宮
の
充
費
を
計
る
の
必
要
ゐ
る
こ

Z
は
論
を
侠
た
中
、
殊
に
近

時
の
如
〈
に
人
口
の
増
加
に
件
ひ
、
日
常
生
活
の
必
需
品
に
動
も
す
れ
ば
不
足
を
戚
ザ
ん
ご
す
る
時
代
に
於
て

は
、
陸
産
物
の
債
格
の
勝
貴
に
因
る
閥
民

ω牧
支
の
不
適
合
を
、
或
程
度
迄
は
水
産
的
の
宮
源
の
開
後
に
依
'
り
て

緩
和
せ
し
な
ぺ
き
に
拘
ら
争
、
事
質
は
会
〈
之
に
反
し
て
陸
産
物
よ
り
も
一
層
急
激
な
る
速
度
を
以

τ、
水
産
物

の
圃
慣
栴
の
騰
貴
せ
ん
ご
す
る
傾
向
あ
る
こ
ご
は
、
国
民
経
済
上
一
大
脅
威
た
る
の
み
な
ら
争
、
一
見
に
之
を
図
民
の

保
健
上
よ
ー
り
す
る
も
、

一
日
も
等
関
に
附
す
ぺ
か
ら
F
る
重
大
問
題
ご
稽
せ

F
る
を
得
す
。

由
来
陸
上
の
宮
源
の
閑
畿
に
付
き
で
は
今
日
に
至
る
迄
、
政
府
も
閤
民
も
共
に
相
嘗
の
考
慮
を
廻
ら
し
、
叉
之

が
錫
め
に
必
要
な
る
各
商
の
施
設
及
機
闘
の
整
備
に
閲

L
て
も
、
敢
て
完
全
ご
は
稽

L
得
べ
か
ら

a
さ
る
も
兎
に
角

水

産

資

本

拙

泊

問
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(
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一

一

拙

ニ
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論

叢

水
産
費
本
融
活
問
題

第
二
十
巻

(
第
一
一
瞬
三

O
四
)

O 
匹

一
熔
の
要
求
は
之
を
充
た

L
得
る
耗
度
に
迄
後
達
し
っ
、
あ
る
に
、
之
さ
相
併
ぴ
て
我
が
闘
民
経
済
上
極
め
て
重

大
な
る
意
義
を
有
せ
る
海
洋
の
宮
源

ω開
後
仁
付
き
て
は
、
殆
Y
」
願
み
ら
れ
ま
る
が
如
き
戚
を
抱
か
し
む
る
も
の

あ
る
は
頗
る
遺
城
己
言
は

F
る
可
か
ら
歩
、
水
産
的
の
富
狐
に
闘
し
て
は
我
が
邦
は
世
界
の
三
大
漁
場
の
一
を
以

て
目
せ
ら
る
、
程
、
自
然
カ
の
恩
恵
の
豊
か
な
る
も
の
あ
h
、
叉
之
が
開
後
に
必
要
な
る
努
力
の
協
力
に
付
き
て

も
、
陸
上
の
宮
源
の
関
畿
に
従
事
し
っ
、
あ
る
勢
力
に
比
し
て
敢
て
潟
色
ゐ
る
を
見
守
、
岐
に
自
然
及
勢
力
的
協

カ
に
閲
し
て
は
、
此
の
如
〈
其
心
聞
に
基
も
不
利
な
る
事
情
の
存
す
る
ニ
芭
を
後
見
す
る
能
は

F
る
に
拘
ら
守
、

然
か
も
品
川
ほ
海
洋
の
富
源
の
開
畿
の
遅
々
ご
し
て
進
歩
せ

Y
る
所
以
は
、
会
〈
生
産
の
重
大
な
る
要
件
の
一
た
る

資
本
の
協
カ
に
於
て
意

ω如
〈
な
ら
F
る
も
の
あ
る
に
図
れ

h
o

之
を
陸
上
の
宮
訴
の
開
援
に
付
き
て
考
察
す
る
に
、
等

L
C原
始
生
産
業
に
属
す
る
も
農
業
の
開
俊
に
必
要
快

く
可
hr
ら
F
る
資
本
は
、
之
が
融
泌
を
湖
業
銀
行
・
農
工
銀
行
・
拓
殖
銀
行
等

ω所
謂
不
動
産
銀
行
に
仰
向
、
こ
Z
を

得
ぺ
〈
、
叉
鍍
業
の
開
後
に
要
す
る
資
本
は
、
起
業
銀
行
的
も
興
業
銀
行
の
如
き
動
産
銀
行
に
於
て
之
が
融
泌
を

受
け
得
ぺ
〈
、
夏
に
森
林
業
の
如
き
に
於
て
す
ら
主
要
樹
木
を
立
木
の
億
四
空
記
し
て
之
を
抵
常
物
件
ご
な
す
こ
芭

を
得
せ
[
め
、
斯
〈
し

τ資
本
融
通
の
途
を
関
、
き
っ
、
め
る
に
、
濁
り
水
産
業
の
み
は
法
規
上
よ
り
せ
ば
、
農
業

ご
同
じ
く
湖
業
銀
行
・
農
工
銀
行
・
拓
殖
銀
行
等
に
於
て
資
本
を
融
通
し
得
る
こ
E
、
な
b
居
れ
る
も
、
(
日
本
糊
業

銀
行
法
第
十
四
僚
乃
至
第
十
入
僚
・
農
工
銀
行
法
第
六
俊
乃
至
第
十
傑
・
北
海
道
拓
殖
銀
行
法
第
七
傑
第
八
僚
)
、



賞
際
上
に
於
て
は
事
業
共
の
も
の
、
危
険
性
及
之
に
従
事
す
る
者
の
信
用
の
一
般
に
薄
弱
な
る
を
理
由
Z
し
て
、

普
通
銀
行
は
固
よ
り
特
殊
銀
行
に
於
て
も
夜
接
水
産
業
者
に
資
本
を
融
通
す
る
ミ

zee喜
ば
す
、
他
の
産
業
に
比

し
て
自
然
的
の
好
俊
件
を
具
備
せ
る
我
が
水
康
業
の
後
遺
の
却
て
遅
々
た
る
所
以
は
、
寅
に
此
の
資
本
の
協
力
に

於
て
銚
〈
る
所
ゐ
る
に
困
る
、
於
蕊
乎
、
水
産
業
の
後
遣
を
期
せ
ん
ご
欲
せ
ば
、
水
産
資
本
の
融
過
を
目
的
ご

す
る
特
殊
の
金
融
機
関
例
へ
ば
水
産
銀
行
の
如
き
機
闘
を
設
〈
る
の
必
要
ゐ

b
正
の
設
を
生
悲
し
む
る
に
至
れ

り。

=
 

水
産
業
の
後
遺
の
怨
め
に
は
此
の
如
き
特
殊
の
金
融
機
関
の
必
要
な
る
こ
ご
は
、
理
論
上
に
於

τも
賓
際
上
に

於
て
も
査
も
之
を
疑
ふ
の
徐
地
な
し
さ
雌
も
、
唯
之
が
質
現
上
考
慮
す
べ
き
問
題
は
、
新
か
る
機
関
は
其

ω貸
付

資
本
を
如
何
に
し
て
準
備
し
、
叉
之
を
如
何
な
る
方
法
に
依
・
り
て
融
泌
す
ぺ
き
や
Z
の
こ
ご
是
れ
な
り
、
凡
ぞ
農

業
を
始
め
一
般
じ
原
始
生
産
業
仁
濁
す
る
資
本
の
融
辿
は
、
原
則
ご
し
て
は
長
期
且
低
利
な
る
を
め
要
保
件
ご
な

す
を
以
て
、
其
の
貸
付
資
本
は
之
を
普
判
明
銀
行
の
如
〈
に
短
期
の
預
金
を
吸
収
し
て
調
増
上
得
べ
か
ら
.3
る
や
明

か
に
し
て
、
結
局
債
券
後
行
の
特
権
を
奥
ふ
る
等
の
方
法
に
依
り
て
、
貸
付
資
本
を
準
備
せ
し
む
る
の
他
念
な
か

る
ぺ
〈
、
真
に
叉
比
の
如
〈
に
し
て
準
備
し
得
た
る
資
本
の
融
泌
方
法
に
付
き
て
考
ふ
る
も
、
現
今
の
如
き
水
産

業
の
組
織
を
以
て
し
て
は
、
縦
ム
ザ
漁
具
・
漁
船
を
抵
嘗
t
し
若
〈
は
漁
業
推
を
措
保
ご
な
す
も
、
銀
行
を
じ

τ安

論

設

車
産
費
本
融
遇
制
趨

第
ニ
十
巻

(
第
一
統
ニ

O
五
~

。
五



論
、
設
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産
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触
迦
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二
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(
第
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悦
二

O
六
)

一O
六

ん
じ
て
資
本
を
融
通
せ
し
む
る
-
】
ご
は
頗
る
困
難
な
り
さ
呈
一
ロ
は
T
C
晶
べ
か
ら
中
。

何
己
な
れ
ば
水
産
業
は
本
来
水
界
の
利
用
征
服
を
目
的
Z
す
る
も
、
水
界
の
利
用
促
服
は
今
日
の
人
智
の
程
度

を
以
て
し
て
は
陸
界
の
刺
周
征
服
の
如
〈
に
容
易
な
ら
歩
、
従
て
盟
百
利
事
業
さ
し
て
は
他
の
産
業
よ
り
も
危
険
の

度
比
較
的
大
な
る
こ
己
も
事
寅
に
し
て
、
ヌ
之
に
従
事
す
る
者
に
付
き
て
観
察
す
る
も
、
事
業
其
山
り
も
の
、
性
質

の
此
の
如
〈
多
少
危
険
性
を
帯
主
る
所
よ
h
J
、
従
業
者
の
生
活
朕
態
の
如
き
も
一
般
に
他
の
産
業
に
従
事
す
る
岩

に
比
較
す
る
時
は
、
劣
等
且
不
安
の
限
態
に
在
る
を
免
れ
十
、
加
之
、
我
が
邦
の
水
産
業
の
現
放
は
多
く
は
車
濁

経
営
に
依
る
か
、
然
ら
す
ん
ば
極
め
て
小
規
模
的
共
同
級
管
に
依
る
を
通
常

Z
L
、
他
の
産
業
に
於
け
る
が
如
き

有
力
な
る
企
業
組
織
を
有
す
る
者
ぽ
稀
な
る
を
以
て
、
事
業
其
の
も
の
、
危
険
性
以
外
に
.
此
の
知
よ
り
す
る
も

銀
行
が
資
本
の
融
地
を
跨
践
す
る
は
蓋
し
止
む
を
得
F
る
も
の
あ
ら
、
故
に
水
産
金
融
機
関
り
必
要
を
主
張
す
る

ご
共
に
、
水
産
業
者
に
於

τも
亦
従
来
の
如
き
態
度
を
改
め
、
金
融
機
関
を

L
1
安
ん
じ
て
資
本
を
融
通
せ
し
め

得
る
様
、
共

ω企
業
組
織
を
能
ム
限
り
改
善
せ
し
h
u
る
の
必
要
あ
ら
。

商
工
業
に
於

t
h
軍
濁
若
く
は
小
規
模
の
共
同
経
傍
若
に
謝
し
て
は
、
銀
行
は
蔽
賞
な
る
擦
係
を
提
供
す
る
に

非
F
る
よ
h
は
一
般
に
資
本
の
融
通
を
筑
す
こ
吉
を
好
ま
子
、
故
に
斯
か
る
経
凪
百
ポ
等
の
資
本
融
池
の
唯
一
の
途

は
、
相
互
の
信
用
守
基
礎
ご
し
て
金
融
組
合
を
組
織
し
、
劃
入
信
用
に
依
り
て
組
令
員
間
に
互
に
資
本
を
融
通
す

る
の
方
法
に
依
る
か
、
或
は
又
組
合
の
名
を
以

τ他
よ
ち
低
刺
の
資
本
を
借
入
れ
、
之
を
各
自
に
融
通
す
る
の
方



法
に
依
る
他
途
な
し
、
商
工
業
に
於
て
す
ら
阪
に
然
b
さ
せ
ば
、
事
業
主
目
の
も
の
、
性
質
上
よ
・
り
す
る
も
亦
之
が

従
業
者
の
芦
況
よ
ち
す
る
も
、
到
底
同
日
に
論
す
J

べ
か
ら

F
る
箪
濁
若
く
は
小
規
模
組
織
の
水
産
業
着
に
劃
し
て

は
、
仮
A

ザ
特
殊
の
水
産
金
融
機
関
の
設
置
を
見
る
も
、
資
本
の
融
通
灘
を
緩
和
せ
し
h
u
る
こ
Z
能
は
ざ
る
べ

L
、

果
し
て
然
ち
ご
せ
ば
水
産
業
の
組
織
及
之
が
従
業
者
の
寅
況
に
し
て
改
ま
ら

F
る
限
与
は
、
理
論
上
は
必
要
依
〈

可
か
ら
F
る
機
関
も
、
質
際
上
に
於
て
は
遂
に
共
の
機
能
を
畿
揮
す
る
司
』
Z
龍
は
守
し
て
止
な
ぺ
し
。

=一

水
産
業
の
現
放
の
下
に
於
て
は
特
殊
の
金
融
機
関
を
設
置
す
る
も
、
事
費
上
斯
か
る
機
闘
を
利
用
し
て
資
本
の

融
辿
を
受
け
得
べ
き
資
格
を
有
す
る
岩
は
比
較
的
少
数
仁
し
て
、
脚
色
現
在
既
に
相
嘗

ω企
業
形
態
を
備
へ
つ
、

あ
る
岩
は
、
其
の
信
用
を
以
て
資
本
の
融
通
を
受
け
得
べ
き
も
、
然
ら
F
る
多
数
の
従
業
岩
等
は
物
的
井
に
人
的

信
用
に
於
て
斯
か
る
機
闘
を
満
足
せ

L
む
る
に
足
る
べ
き
確
寅
な
る
保
障
を
有
せ
古
る
よ
b
、
資
本
の
融
通
を
受

〈
る
こ
ご
能
は
宇
、
此
の
如
〈
し

τ本
来
水
産
金
融
の
目
的
を
以
て
設
け
ら
れ
た
る
機
関
も
、
確
賞
且
純
然
た
る

水
産
資
本
の
融
通
の
み
を
以
て
は
、
到
底
其
の
事
業
を
総
緩
す
る
ニ
芭
能
は
，
さ
る
よ
り
、
絡
に
は
本
来
の
目
的
以

外

ω方
町
に
も
資
本
を
融
通
せ
ん
ご
す
る
が
如
き
必
要
仁
迫
ら
る
い
、
こ
ご
な

L
Z
せ
示
、
水
産
金
融
機
関
に
し
て

一
ご
度
新
か
る
方
面
に
活
動
の
機
曾
を
求
む
る
に
至
る
時
は
、
勧
業
銀
行
・
拓
殖
銀
行
等
古
賀
質
上
殆
ど
捧
む
所

な
き
に
至
る
べ
〈
、
此
の
如
〈
ん
ば
水
産
金
融
機
関
設
置
の
目
的
は
芸
の
竿
ば
以
上
を
失
へ
る
も
の
ご
言
ふ
も
不

諭

叢

-
水
品
開
費
本
融
通
問
題

第
二
十
巻

(
第
一
蹴
ニ

o
t
)

O 
t 



諦

叢

水
産
資
本
融
通
問
題

第
二
十
巻

{
第
一
一
揖
ニ

O
八
)

O 
f、

可
な
〈
、
結
局
既
設
の
特
殊
銀
行
例
へ
ば
勧
業
銀
行
・
農
工
銀
行
・
拓
殖
銀
行
等
を
し

τ、
水
産
資
本
の
融
通
に
一

屠
の
便
宜
を
奥
へ
し
h
u
る
Z
大
差
な
き
に
終
ら
ん
、
故
に
此
の
荷
の
金
融
機
関
の
成
立
を
可
能
な
ら
し
む
る
や
否

や
は
、

一
に
之
を
利
用
し
得
ぺ
己
資
格
を
有
す
る
水
産
業
者
の
多
少
に
よ
h
て
決
せ
ら
る
ご
言
ふ
も
不
可
な
か
る

ぺ
〈
、
之
を
利
用
し
得
ぺ
き
水
産
業
者
の
資
格
は
、
其
の
事
業
概
径
の
寅
際
に
就
き

τ定
な
る
の
他
な
き
を
以

て
、
特
殊
の
金
融
機
関
の
設
置
に
先

rも
、
水
産
業
着
自
ら
互
に
督
糊
し
て
他
の
信
用
を
受
く
る
に
足
る
が
如
き

事
業
経
管
泌
を
採
用
せ
ん
こ
Z
に
努
め

F
る
可
か
ら
子
。

水
産
業
が
他
の
産
業
に
比
し
て
危
険
の
大
な
b

E
の
貼
は
、
近
時
気
象
皐
・
海
洋
皐
等
に
閲
す
る
研
究
の
進
歩

及
漁
業
上
に
も
文
明
の
利
器
(
例
へ
ば
無
線
電
信
・
飛
行
機
等
)
を
感
周
す
る
の
途
次
第
に
開
か
れ
つ
、
ゐ
る
一
』
ご

等
に
依
L
9

て
、
不
可
抗
力
的
危
険
の
謙
知
必
中
し
も
不
可
能
に
非
ざ
る
に
至
れ
る
ご
共
に
、
他
方
に
於
て
は
又
漁

具
-
漁
船
及
漁
務
方
法
等
の
不
断
の
改
良
に
仲
ひ
、
事
業
其
の
も
の
、
危
険
性
は
昔
日
に
比
L
て
若
〈
減
少
し
来

れ
る
も
、
之
に
従
w
帯
す
る
者

ω聞
に
於
げ
る
凶
結
的
精
紳
及
某

ω事
業
経
経
由
上
に
他
り
産
業
に
於
り
る
が
如
き
共

問
的
組
織
の
依
如
せ
る
こ
ご
は
、
結
局
水
産
業
に
謝
す
る
信
用
を
薄
弱
な
ら
し
む
る
重
大
な
る
原
因
を
成
せ
る
を

以

τ、
水
産
資
本
融
混
雑

ω解
決
問
題
も
、
今
日
に
於
て
は
事
業
英
の
も
の
、
危
険
性
よ
り
は
、
事
ろ
水
産
業
者

の
事
業
経
笹
上
に
関
す
る
覚
醒
に
待
つ
ぺ
き
も
の
甚
K
大
な
b
Z
す
、
而
し
て
比
の
事
た
る
や
決
し

τ一
不
可
施
な

る
二
ご
に
非
歩
、
唯
従
業
者
の
多
数
は
斯
か
る
組
織
の
必
要
及
某
の
数
呆
に
閲
す
る
智
識
正
理
解
子
宮
有
せ
5
る



よ
b
、
困
却
自
に
囚
は
れ
奮
慌
を
墨
守
合
る
に
過
ぎ

F
る
を
以
て
、
之
を
善
導
し
て
彼
等
の
聞
に
徐
々
に
共
同
的
の

組
織
を
普
及
せ

L
U
る
こ
ご
を
急
務
ご
す
、
現
に
地
方
に
依
り
て
は
産
業
組
合
的
の
精
紳
に
則
h
、
従
業
者
聞
に

設
固
な
る
園
時
を
組
織
し
、
漁
獲
物
の
販
寅
・
生
活
品
の
購
入
は
勿
論
、
漁
船
・
漁
具
等
に
要
す
る
資
本
の
融
通
仁

至
る
迄
自
給
の
方
訟
を
講
じ
っ
、
あ
る
も
の
さ
へ
あ
ち
。

四

水
産
業
の
純
笹
に
要
す
る
資
本
は
、
水
産
物
商
・
問
屋
・
仲
買
人
等
よ
b
仰
人
的
に
之
が
融
通
を
受
〈
る
の
他
途

な
き
が
如
き
従
来
の
不
完
全
な
る
水
産
金
融
の
紋
態
を
改
め
、
少
(
ご
も
他
の
産
業
に
於
け
る
ご
同
じ
〈
特
定
の

金
融
機
関
に
依
h
て
水
産
資
本
を
融
通
せ
し
な
る
の
必
要
め
る
こ
ご
は
論
を
侠
た
守
ご
雌
も
、
之
が
寅
現
に
は
現

今
品
川
ほ
前
越
の
如
き
諸
相
の

mm舗
の
存
す
る
も

ωゐ
る
を
田
山
ふ
時
は
、

一
方
に
於

τは
産
業
組
合
的
の
組
織
に
依

h
J
、
少
額
の
資
本
は
能
ム
限
'hf
自
給
主
義
に
依
り
て
之
を
調
達
せ
し
む
る
様
指
導
奨
励
を
加
ふ
る
ご
共
に
、
婚
家

特
殊
の
金
融
機
関
の
設
買
を
可
抱
な
ら
し
む
べ
き
各
種
の
僚
件
の
完
備
す
る
に
至
る
迄
は
、
過
渡
的
の
一
制
度
ご

し
て
近
時
政
府
に
於
て
制
定
の
意
あ
り
£
侍
へ
ら
る
、
漁
業
財
固
抵
嘗
法
、
即
ち
漁
業
権
又
は
共
の
議
録
し
た
る

賃
借
様
、
加
畑
・
其
の
属
具
井
に
附
属
設
備
、
土
地
、
工
作
物
、
地
上
棒
、
土
地
若
〈
は
水
面
使
用
、
引
水
若
(

は
排
水
に
閲
す
る
権
利
、
漁
具
、
副
漁
具
、
機
械
器
具
其
の
他
の
附
属
物
、
賃
借
権
、
工
業
所
有
権
等
を
以
て
漁

業
財
閣
を
組
織
せ
し
め
、
之
を
抵
常
轄
の
目
的
物
正
し
て
水
産
業
者
に
金
融
の
便
を
奥
へ
ん
正
す
る
計
重
の
如
き

論

君主

木
産
費
本
融
通
問
題

第
二
十
巻

(
弟
一
一
揖
ニ
0
1
)

O 
;!L 



論

叢

水
産
資
本
融
組
問
題

第
二
十
巻

{
第
一
強
ニ
一

O
)

O 

も
、
敢
て
多
き
を
之
に
望
む
べ
か
ら
宇
苦
難
も
、
又
一
便
法
た
る
を
失
は

F
る
な
h
J

。

喰
該
抵
嘗
法
に
於
て
も
従
来
慌
嘗
擦
の
目
的
物
Z
し
て
は
賢
際
上
幾
多
の
疑
問
を
挟
ま
[
む
る
徐
地
あ
る
漁
業

躍
を
、
共
の
中
仁
加
へ
ん
ご
す
る
が
如
き
は
考
慮
を
要
す
べ
き
問
題
化
、
り
、
回
ょ
・
9
他
に
良
好
な
る
抵
営
物
件
を

有
せ
ざ
る
水
庫
業
者
仁
劃
す
る
資
本
融
通
り
一
方
法

t
L
て
は
、
業
の
唯
一
の
財
産
ざ
も
稀
す
べ
き
漁
業
穫
を
扱

嘗
物
件
中
に
加
ふ
る
こ
ご
は
嘗
然
に
し
て
、
理
論
上
に
於
て
は
棄
も
之
を
異
正
す
る
に
足
ら
守
正
雄
も
、
賞
際
問

題
ご
し
て
は
仮

h
に
債
務
者
に
於
て
其
の
債
務
を
履
行
す
る
唱
}
古
能
は
.
さ
る
場
合
に
、
債
権
者
が
該
権
利
を
継
承

し
て
自
ら
之
を
行
使

L
、
若
〈
は
第
三
者
に
譲
渡
し
て
之
を
行
使
せ
し
め
ん
ご
す
る
も
、
其
の
機
利
の
行
使
に
は

特
に
行
政
官
藤
の
兎
許
を
必
要
ご
す
る
の
み
な
ら
十
、
其
の
他
諸
楠
の
法
律
上
の
制
限
を
受
〈
る
に
加
へ
、
新
に

様
利
を
得
た
る
者
は
常
該
漁
場
の
質
況
仁
遮
ザ
守
、
ヌ
其
の
地
方
の
漁
業
慣
習
等
に
mH
熟
せ

F
る
よ

b
、
自
ら
其

の
権
利
を
行
使
す
る
こ

Z
頗
る
困
難
な
る
事
情
存

L
、
結
局
法
律
上
の
樺
刺
の
宇
、
醐
閣
は
異
な
る
も
事
賃
上
某
の
業

に
従
事
し
若
く
は
共
の
賞
穫
を
掌
握
す
る
者
は
、
従
来
の
権
利
着
た
る
が
如
き
結
果
を
生
す
る
に
至
る
べ
き
を
以

て
、
斯
か
る
複
雑
且
不
安
の
性
質
ケ
有
ゼ
る
権
利
を
扱
嘗
ご
し
て
資
本
を
融
通
す
る
が
如
き
こ
ご
は
、

一
般
金
融

業
者
の
喜
ば

F
る
所
た
る
を
以
て
な
り
、
是
れ
田
川
に
漁
業
法
に
於
て
漁
業
機
を
民
法
上
に
所
謂
物
権
の
一
輔
ピ
看

倣
し
て
、
抵
嘗
棋
の
日
的
物
ご
な
し
得
べ

E
，
』
デ
ぜ
定
め
た
る
に
拘
ら
や
(
漁
業
法
第
七
保
)
、
今
日
に
至
る
泡
一
金

融
業
者
聞
に
抵
嘗
物
件
芭
し
て
の
適
性
を
汎
〈
認
め
ら
る
、
に
至
ら
ぎ
る
所
以
な

b
、
故
に
仮
令
漁
業
財
囲
抵
嘗



法
に
し
て
賞
施
せ
ら
る
、
ご
も
、
漁
業
権

ω本
質
に
し
て
従
来
古
異
な
る
所
な
〈
ん
ば
、
金
融
業
者
等
は
恐
〈
は

之
を
以
て
有
力
な
る
抵
嘗
物
件
古
着
倣
す
が
如
き
こ
ご
な
か
る
べ

L
。

五

次
に
般
舶
を
抵
賞
正
す
る
資
本
の
融
通
問
題
に
闘
し
て
も
、
漁
船
中
ト

w
1
P
漁
般
の
如
き
は
最
も
堅
牢
な
る

構
造
を
有
し
、
耐
披
耐
風
は
勿
論
殆
ど
覆
授
の
虞
れ
な
し
己
都
せ
ら
る
、
に
拘
ら
歩
、
金
融
業
者
は
之
を
抵
嘗
ご

し
て
資
本
を
融
通
す
る
こ
さ
を
好
ま
争
、
国
よ
り
ト
ロ

1
Z漁
業
は
英
の
性
質
上
兎
許
漁
業
に
厨
す
る
を
以
て
、

債
務
不
履
行
の
場
合
に
債
権
者
は
該
漁
般
の
差
押
へ
を
潟
す
も
、
白
ら
代

b
て
芸
の
業
を
血
富
む
こ
さ
能
は

e
き
る
不

使
あ
る
よ
h
J
、
新
か
る
挺
嘗
物
件
は
之
を
喜
ば
古
る
の
風
め
る
こ
芭
も
事
賞
な
る
も
、
之
れ
以
外
に
一
般
に
漁
船

は
其
の
梼
誌
上
他
の
目
的
に
師
時
期
す
る
二
ぜ
難
く
、
融
通
性
を
鉄
け
る
こ
ご
も
抵
嘗
物
件
ご
し
て
良
好
な
る
も
の

に
非
す
Z
思
惟
せ
ら
る
、
所
以
な
b
、
従
来
船
帥
聞
を
抵
嘗
ご
す
る
資
本
の
融
通
は
日
本
興
業
銀
行
に
於
て
之
を
震

し
っ
、
ゐ
る
も
、
同
行
の
船
舶
砥
常
貸
付
は
五
百
噸
以
上
の
も
の
に
限
匹
、
之
れ
以
下
の
船
舶
に
費
し
て
は
融
通

を
受
〈
る
の
途
な
き
よ

h
、
此
の
噸
数
上
の
制
限
を
低
下
す
る
二
ご
に
依
h
て
般
舶
抵
嘗
貸
付
の
範
園
を
一
屠
欝

張
せ
し
め
ん
Z
す
る
の
議
な
き
に
非
争
、
此
の
極
の
要
求
は
ト
ロ

1
Y
漁
業
者
聞
に
主
ご
し
て
行
は
れ
つ
、
あ
る

も

一
般
に
漁
船
の
抵
鴬
物
件
ご
し
て
泡
性
を
繰
り
る
こ
古
前
越
の
如
く
な
る
に
加
へ
て
、
ト
ロ

1uF
漁
業
英
の

も
の
が
特
定
人
に
聾
す
る
免
許
漁
業
た
る
性
質
を
有
す
る
よ
h
、
権
利
の
移
輔
得
喪
等
に
複
雑
晴
、
る
諸
積
の
問
題

論

設

水
産
費
本
融
調
問
題

第
二
十
巻

(
第
一
税
一
一
一
一
』



論

議

水
産
脊
本
融
調
問
題

第
二
十
巻

(
第
一
蹴
ニ
一
ニ
}

一

ee生
壱
し
む
る
の
虞
れ
あ
る
ご
、
叉
食
業
的
の
ト
ロ

1
U
N
漁
業
者
に
劃
し
て
は
、
漁
般
を
抵
営

Z
L
て
資
本
を
融

通
す
る
も
、
共
の
資
本
は
果
し
て
該
漁
業
の
経
俸
の
縛
め
に
使
用
せ
ら
れ
つ
、
ぁ
h
ゃ
、
或
は
然
ら
守
し
て
粂
業

的
の
他
の
事
業
の
銭
的
に
使
用
せ
ら
れ
つ
、
め
ち
ゃ
を
判
別
す
る
こ
ご
雛
〈
、
従
て
之
に
よ
り
て
水
産
資
本
融
通

の
本
市
ゅ
の
目
的
を
達
し
得
る
や
否
や
頗
る
疑
ひ
な
き
能
は
ざ
る
場
合
め
り
、
是
等
の
事
情
は
ト
ロ

1
Y
漁
船
に
封

す
る
抵
嘗
貸
付
を
盆
々
困
難
な
ら
し
む
る
所

ωも
の
た

h
。

六

要
之
、
水
産
資
本
の
融
通
問
題
は
、
我
が
邦
に
於

τは
他
の
産
業
政
策
上
の
諸
問
題
に
も
優
り
て
最
も
重
大
な

る
問
題
た
る
に
拘
ら
争
、
水
産
業
に
従
事
す
る
岩
の
他
の
産
業
に
従
事
す
る
者
に
比
し
て
、

一
般
に
枇
曾
上
及
終

務
上
に
於
り
る
地
位
の
薄
弱
な
る
よ
り
、
資
本
融
通
難
に
関
す
る
多
年
の
絶
叫
も
、
未
だ
以
て
政
府
及
図
民
を
動

か
す
に
足
ら
ず
、
消
費
者
た
る
多
数
の
園
民
は
常
に
魚
債
の
不
廉
に
苦
み
つ
、
あ
る
も
、
生
産
者
た
る
漁
民
も
亦

家
に
徐
則
-T
盟
国
ム
る
者
は
稀
に
し
て
、
漁
業
の
利
盛
は
其

ω中
間
に
介
在
し
て
、
驚
く
可
き
高
利
を
以
て
資
本
を

融
通
し
っ
、
あ
る
個
人
的
金
融
業
者
等
に
依
b
て
窃
断
せ
ら
れ
つ
、
あ
る
は
刻
下
の
現
放
た
り
、
故
に
我
が
園
民

の
主
要
食
料
品
た
る
水
産
物
の
債
絡
を
低
廉
な
ら
し
む
る
ニ
ご
に
依
h
J
て、

一
般
生
活
設
の
負
傷
を
軽
減
せ
し
む

る
Z
共
に
、
直
接
其
の
業
に
従
事
す
る
漁
民
等
に
謝
し
て
も
、
主
(
の
勢
じ
酬
ゆ
る
に
足
る
守
へ
き
泡
正
な
る
牧
入
を

得
せ
し
め
、
新
く
し
て
彼
等
の
一
耽
曾
上
及
経
杭
胴
上
仁
於
り
る
地
位
を
向
上
せ
し
め
ん
ご
欲
せ
ば
、
現
今
の
如
き
不



完
全
な
る
資
本
の
融
通
方
法
に
、
根
本
的
の
改
善
を
加
ふ
る
司
』
ご
は
最
も
急
務
ご
稀
せ

F
る
を
待
宇
、
之
が
勉
め

に
は
結
局
特
殊
の
水
産
金
融
機
関
の
設
置
を
必
要
ど
す
べ
き
臼
』
ご
は
、
既
に
述
べ
た
る
所
の
如

L
Z
雄
も
、
主
戸
の

寅
現
を
見
る
に
至
る
迄
は
、

一
方
に
於
J

し
は
能
ふ
限
り
既
設
の
金
融
機
関
例
へ
ば
糊
業
銀
行
・
農
工
銀
行
・
拓
殖
銀

行
等
の
利
用
を
完
ふ
せ
し
む
る
こ
ご
に
依
h
J
、
叉
他
方
に
於
て
は
従
来
抵
嘗
樺
設
定
の
目
的
物
の
不
確
買
な
ち

L

よ
り
、
資
本
の
融
通
に
背
み
丹
つ
あ
り

L
若
を
し
一
1
其
の
便
を
得
せ
し
な
る
様
、
漁
業
財
困
挺
蛍
法
の
如
き
制
度

を
一
日
も
早
〈
賀
行
せ
し
む
る
を
要
す
、
而
し
て
之
ご
共
に
我
が
漁
村
の
現
朕
仁
照
ら
し
て
殊
に
必
一
要
な
る
施
設

は
‘
漁
民
間
に
汎
〈
産
業
組
合
的
の
精
紳
を
理
解
せ
し
め
、
生
産
・
販
責
・
購
買
等
の
各
稲
の
方
面
に
協
同
一
致
の

カ
を
以
て
組
合
運
動
を
起
き
し
む
べ
き
は
勿
論
、
又
小
資
本
の
融
通
に
閲
し
て
は
信
用
組
合
の
制
度
を
奨
励
し

て
、
施
ム
限
h
自
助
自
給
の
精
紳
を
福
養
せ
し
め
ん
こ
芭
仁
努
む
る
じ
夜

b
o

水
界
の
宮
源
に
闘

L
て
は
我
が
邦
は
自
然
の
恩
恵
を
受
〈
る
こ
ご
極
め
て
大
な
る
に
拘
ら
歩
、
従
来
某
の
開
後

の
意
の
如
〈
な
ら
F
る
も
の
あ
る
所
以
は
、
回
よ
り
技
術
上
に
於
け
る
快
貼
も
砂
か
ら

y
b
L
t
は
謂
へ
、
共
の

重
大
な
る
一
一
原
因
は
、
他
の
産
業
に
比
[
て
資
本
の
侠
乏
せ
る
こ
ご
及
之
が
融
通
の
困
難
な
る
こ
E
に
因
る
吉
一
式

ふ
も
過
言
に
非
守
、
従
て
之
が
解
決
の
如
何
は
買
に
我
が
水
産
業
の
一
兆
活
に
閲
す
る
根
本
問
題
己
言
は
ざ
る
可
か

ら
宇
。

(
完
)

論

叢

水
産
資
本
融
泊
問
題

第
二
十
巻

(
第
一
説
ニ
一
=
一
)

一


